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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状(令和 ６ 年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　対象鳥獣 ニホンザル、アナグマ、ニホンジカ、イノシシ、ハクビシン、

アライグマ、カラス、ツキノワグマ、カルガモ、タヌキ

 　計画期間 令和８年度～令和１０年度

 　対象地域 青森県　外ヶ浜町

 

鳥獣の種類
被害の現状

 
品　目 被害面積 被害額

 ニホンザル  

－

 

－

 

－

 アナグマ － － －

 ニホンジカ － － －

 イノシシ － － －

 ハクビシン － － －

 アライグマ － － －

 カラス － － －

 ツキノワグマ － － －

 カルガモ － － －

 タヌキ － － －

 合計 － － －



- 2 - 

（２）被害の傾向 

 

（３）被害の軽減目標 

①ニホンザル 

②アナグマ・ハクビシン・タヌキ 

 

 

 ①ニホンザル　　 

農作物被害は、５月以降いも類（自家消費分）の食害がもっとも大きく、人馴れし

た加害獣が民家の周辺や農地等に群れで現れ、住民や農作業従事者を威嚇する等の人

身被害の危険性も高まっている。 

②アナグマ・ハクビシン・タヌキ 

農作物被害は軽微であるが、全域で被害(建物侵入)があることから、今後被害の

拡大が懸念される。 

③ニホンジカ 

農林業被害の実態は確認できていないが、町内で目撃情報があることから、今後

農林業被害が懸念される。 

④イノシシ 

町内で農林業被害は確認されていないが、目撃情報はあることから、今後農林業

被害が懸念される。 

⑤アライグマ 

町内で農作物等への被害は確認されていないが、周辺市町村で被害があることか

ら、今後農作物等への被害が懸念される。 

⑥カラス 

町内で農作物等への被害はあるが、自家消費分の被害が主であり実態は把握でき

ていない。今後農作物等への被害拡大が懸念される。 

⑦ツキノワグマ 

　町内で農林業被害は確認されていないが、目撃情報はあることから、今後農林業被

害が懸念される。 

⑧カルガモ 

　町内全域にみられ、水稲の生育に影響を及ぼしている。

 
指標

現状値 

令和６年度

目標値 

令和１０年度

 
被害額 － －

 
被害面積 － －

 
指標

現状値 

令和６年度

目標値 

令和１０年度

 
被害額 － －

 被害面積 － －
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③ニホンジカ 

④イノシシ・アライグマ 

⑤カラス 

⑥ツキノワグマ 

⑦カルガモ 

⑧合計 

 

 

 

 

 

 

 
指標

現状値 

令和６年度

目標値 

令和１０年度

 
被害額 － －

 
被害面積 － －

 
指標

現状値 

令和６年度

目標値 

令和１０年度
 

被害額 　－ －

 
被害面積 　　　　　　－ －

 
指標

現状値 

令和６年度

目標値 

令和１０年度
 

被害額 － －

 
被害面積 － －

 
指標

現状値 

令和６年度

目標値 

令和１０年度
 

被害額 － －

 
被害面積 － －

 
指標

現状値 

令和６年度

目標値 

令和１０年度
 

被害額 － －

 
被害面積 － －

 
指標

現状値 

令和６年度

目標値 

令和１０年度
 

被害額 － －

 
被害面積 － －



- 4 - 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 

（５）今後の取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従来講じてきた被害防止対策 課題

 捕獲等に関する

取組

町鳥獣被害対策実施隊がニ

ホンザル及びアナグマ等有害

鳥獣を銃器と箱わなで捕獲を

行っている。

活動できる人材が高齢化等に

より減少していることから、人

材の確保が急務である。 

群の出没が減少し単独での出没

が増加傾向にあり、わな捕獲の強

化を図る必要がある。

 防護柵の設置等

に関する取組

国や町の補助事業により、

電気柵を平舘地区、三厩地区

に、それぞれ１ヶ所を設置し

、受益農家が適正に管理して

いる。 

広報紙等による地域住民へ

の啓発活動をし目撃情報を収

集しながら被害対策実施隊員

による追払い活動を実施した

。

　電気柵は効果的であるが、未設

置農地では依然として被害が発生

しているため、電気柵以外の対策

も並行して進めていく必要がある

。 

目撃情報が常態化することによ

り、追払活動に対して慣れが生じ

る可能性がある。

 生息環境管理そ

の他の取組

鳥獣を農地に寄せ付けない

ために野菜残さ等を放置しな

いよう、実施隊員が農業者に

対して助言・指導した。

　被害により営農意欲が低下し被

害・出没等の情報が減少したため対

象鳥獣の動向を把握できない。

 ・これまでの実績を基に有効な被害防止対策の指導を図り、営農の継続を促す。 

・出没頻度が多い地域の巡回を重点的に行い情報収集を強化し、正確な被害状況 

の把握に努める。 

・有害鳥獣の捕獲許可を引続き発行し計画的に効率よく捕獲を実施し地域への定着

を防ぎながら捕獲による抑止力を強化する。
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３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 
・外ヶ浜町鳥獣被害対策実施隊を組織し、狩猟免許を所持する鳥獣被害対策実施隊 

　員を対象鳥獣捕獲員として委嘱し、ニホンザル、アナグマ、ニホンジカ、イノシシ、

ハクビシン、アライグマ、カラス、ツキノワグマ、カルガモ、タヌキの捕獲等に従事

させる。 

・ニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマの捕獲は、わな及びライフル銃以外の銃器を

基本とするが、これらの方法での捕獲が困難な個体については、射程が長く、捕獲

能力の高いライフル銃を使用する。 

・関係機関・団体と連携し、被害状況を把握・共有する。

 年度 対象鳥獣 取組内容
 

８年度 

 

～ 

 

10年度

ニホンザル 

アナグマ 

ニホンジカ 

イノシシ 

ハクビシン 

アライグマ 

カラス 

ツキノワグマ 

カルガモ 

タヌキ

・狩猟免許の取得者を確保育成するため、今別地区猟友

会等を対象とした研修会への積極的な参加を促す。 

・現地調査による情報の収集を行う。 

・被害農家及び農協職員等からの被害状況の聞き取りを

基に、効果的な被害防止方法を検討する。 

・箱わなの効率の良い設置方法を検討する。

 　捕獲計画数等の設定の考え方

 捕獲については、「青森県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」に基づき、適正な捕獲を実施

していく。 

 

①ニホンザル 

令和４～６年度の捕獲実績は、年平均４６頭であった。出没回数が増加傾向で推移 

しており、今後も被害の増加が見込まれることから、捕獲計画数を７５頭とする。 

 

②アナグマ・カラス・ツキノワグマ・カルガモ・タヌキ 

令和４～６年度の捕獲実績は、アナグマについては年平均22頭と増加している。他

の鳥獣については捕獲実績はないが、目撃情報が増加傾向にあるため、今後の住居侵入

や農作物の食害などを防ぐために、必要最小数を捕獲する。　 
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（４）許可権限委譲事項 

 

 

 ③ニホンジカ・イノシシ・ハクビシン・アライグマ 

　令和４～６年度ハクビシンの捕獲実績は、年平均１９頭であった。他の対象鳥獣の捕

獲実績はないが、引き続き住居侵入や農林業被害を防ぐため、可能な限り捕獲する。

 

対象鳥獣
捕獲計画数等

 
８年度 ９年度 10年度

 
ニホンザル ７５頭 ７５頭 ７５頭

 アナグマ・カラス・

ツキノワグマ・カル

ガモ・タヌキ

必要最小数 必要最小数 必要最小数

 ニホンジカ・イノシ

シ・ハクビシン・ア

ライグマ

可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲

 　捕獲等の取組内容
 　捕獲については「青森県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」に基づき、対象鳥獣の被害

に応じて捕獲方法や捕獲場所を検討し、最も効果が期待できる方法で実施する。 

【ニホンザル】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

被害の集中する農作物の収穫時期前に、被害の多い三厩・平舘地区を中心に、わ

な及び銃器（ライフル銃を除く）により捕獲する。 

【アナグマ・ハクビシン・アライグマ・カラス・カルガモ・タヌキ】 

出没情報に併せてわな及び銃器（ライフル銃を除く）による捕獲を行う。 

【ニホンジカ・イノシシ・ツキノワグマ】 

捕獲の必要性が生じた場合は周辺の住環境等を考慮しながら、わな及び銃器によ

り可能な限り捕獲を行う。 

【ツキノワグマ】 

捕獲の必要性が生じた場合は周辺の住環境等を考慮しながら、箱わな及び銃器に

より必要最小数捕獲を行う。

 ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容
 ニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマの捕獲は、わな及びライフル銃以外の銃器

を基本とするが、これらの方法での捕獲が困難な個体については、射程が長く、捕

獲能力の高いライフル銃を使用する。

 対象地域 対象鳥獣
 外ヶ浜町 無し（権限委譲済み）
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４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

 

 

 

 

対象鳥獣

整備内容
 

８年度 ９年度 10年度

 
－ － － －

 
対象鳥獣

取組内容
 

令和８年度～令和１０年度

 ニホンザル 電気柵  

平舘150m(H23設置) 

三厩200m(H24設置) 

受益農家が適正に管理するほか、実施隊員等も定期的に点検管理

を実施
 ニホンザル、 

アナグマ 

ハクビシン 

二ホンジカ 

イノシシ 

アライグマ 

カラス 

ツキノワグマ 

カルガモ 

タヌキ

・被害防止のための集落環境づくりを実施するため、広報誌等に

よる地域住民への啓発活動 

・被害対策実施隊による追払い活動及び必要に応じた捕獲活動 

・目撃情報の収集 

 

 年度 対象鳥獣 取組内容
  

令和８年度 

 

～ 

 

令和１０年度

ニホンザル 

アナグマ 

ハクビシン 

二ホンジカ 

イノシシ 

アライグマ 

カラス 

ツキノワグマ 

カルガモ 

タヌキ

被害により営農意欲が低下し農家からの情報が

減少し対象鳥獣の動向が把握できないため、実施隊

員による情報収集の拡大を図るほか、鳥獣の侵入防

止強化のため、畑から野菜残さを取り除いて生ゴミ

として処分・埋設するなど、野菜残さの処分方法等

について実施隊員が指導助言し環境の整備に努め

る。 

また、野菜残さの適正な処分は有害鳥獣被害が発

生している地域だけではなく広範囲で行うよう努

める。
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６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれが

ある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関係機関等の名称 役割
 外ヶ浜町 ・現場確認等 

・防災無線や広報車による注意喚起 

・警察署や実施隊等への連絡

 東青農林水産事務所 ・町への指導、助言、被害状況把握

 外ヶ浜町鳥獣被害対策実施隊 

（（一社）青森県猟友会東青支

部今別地区猟友会）

・見回り、現場確認等 

・捕獲対応

 外ヶ浜警察署 ・現場確認等 

・銃器等の取扱い指導、助言等

  

 

 

 

 

 

 

通報者 外ヶ浜町

外ヶ浜警察署

東青農林水産事務所

実施隊（猟友会）

住民

現 

 

 

地

東青農林水産

事務所 

外ヶ浜警察署通報

連絡

防災放送

現場確認等

連絡

事後報告

連絡

被害対策等

被害対策等
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７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用

に関する事項 
（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

 
（２）処理加工施設の取組 

 
（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 
９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

 

 

 

 

 　捕獲した対象鳥獣は、「青森県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」に基づき、捕獲現場で

埋却するなど、適正に処分を行う。 

　なお、捕獲した鳥獣の処理体制については、外ヶ浜町廃棄物担当部局と連携し、捕

獲者や廃棄物処理業者等の関係者に周知する。 

　また、外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会の捕獲事業により捕獲された鳥獣は、協議

会の構成員である外ヶ浜町等が廃棄物の排出者として適正に処理することとする。

 　捕獲した対象鳥獣は、食品としての利用に適さない又は捕獲数が少なく食品としての

利用促進が困難であるため、上記７のとおり適切に処理する。 
　また、その他の有効な活用も困難である。

 

 協議会の名称 外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会
 構成機関の名称 役　　割
 外ヶ浜町 事務局を担当し、協議会に関する連絡・調整

 東青農林水産事務所 有害鳥獣の捕獲行為に関する助言及び指導

 青森農業協同組合蟹田支店 有害鳥獣関連情報の提供と被害防止に関する指導

 青森県猟友会東青支部 

　　　　　　今別地区猟友会

有害鳥獣関連情報の提供
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（２）関係機関に関する事項 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 関係機関の名称 役割

 森林組合あおもり 林業被害に関する情報提供

 外ヶ浜警察署 銃器の取扱に関する助言指導を行うとともに、町との

連携した対応を図る。

 外ヶ浜町鳥獣被害対策実施隊を平成２３年９月２８日に設置 

実施隊の隊員数　隊長１名　隊員９名　計１０名 

・実施隊員は、外ヶ浜町住民課職員及び今別地区猟友会（ワナ猟及び銃器)より構

成する 

外ヶ浜町鳥獣被害対策実施隊は下記の被害防止施策を実施 

・対象鳥獣の捕獲 

・被害地域の巡回 

・地域住民と連携した追い払い活動 

・被害農業者への啓発や防除方法の指導 

詳細は、別紙　外ヶ浜町鳥獣被害対策実施隊体制図　参照

 
　鳥獣対策に関する研究会等に協議会構成員が積極的に参加し、そこで得た有効な

対策等の知識を被害地域の農家に普及啓発し、防止対策を一体となって推進してい

く。 

　また、近隣市町村と連携を強化し、情報の共有化や協働した対策の検討を図る。

 　対象鳥獣の捕獲に関して、隣接する市町村や関係機関と連携を図っていく。


